
危険物施設に設置されている消火器の維持管理について 

 

防火対象物（一般の建築物） 

 点検基準が改正され、2011 年４月１日より、製造から 10 年を経過した消火器に対す

る耐圧性能点検（水圧点検）が義務付けられ、以後３年ごとの点検が必要となります。 

 

 

危険物施設 

製造所、貯蔵所及び取扱所の危険物施設に設置されている消火器には、耐圧性能点検

（水圧点検）の義務はありません。 

 

 

危険物施設の方へ 

「消火器（消火設備）は設置しているだけでなく、使える状態であること」が重要です。

そのためにも、製造から 10 年を経過した消火器又は定期点検による外観点検において本体容

器に腐食等が認められた消火器については、耐圧性能点検（水圧点検）の実施もしくは消火

器の取替えを検討する必要があります。 

耐圧性能点検（水圧点検）は義務ではありませんが、安全に使用するために必要な対応です。 

※消火器の耐圧性能点検（水圧点検）は、容器の強度確認のために行うものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意が必要な消火器 

・錆び、変形、損傷がある 

・製造から長期間（目安：10年以上） 

 


